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 第１号議案 

北方領土問題の早期解決について 

 

我が国固有の領土である北方領土の早期返還を実現するため、これま

で日露間で達成された諸合意及び諸文書等に基づき、北方領土問題の 

早期解決に向けた強力な外交交渉を展開するとともに、一日も早い平和

条約の締結が必要である。 

よって、政府においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。 

１ 国民世論の更なる結集と高揚及び国際世論の喚起を図るとともに、

北方領土教育の充実をはじめ青少年対策の一層の強化を図ること。 

２ 万全な新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で、四島交流事業、

北方墓参事業及び自由訪問事業の円滑かつ確実な実施を図るとともに、

元島民の高齢化を踏まえた航空機墓参の恒常化、回数・訪問地の拡大や、

希望する四島内の墓地等への確実な訪問及び墓地調査の実施を図る 

こと。また、四島交流の拡充を通じ、双方の協力を高め、信頼関係を  

強化すること。 

３ 北方四島における特別な制度の下での共同経済活動については、 

日露双方に有益なものとなることが不可欠であり、その協議に当たっ

ては、北方四島に関する我が国の法的立場を害さないことはもとより、 

北方領土隣接地域を中心に、道内企業等の技術・経験を生かし、両地域

の経済の活性化や双方の信頼関係の醸成に寄与する取組とし、領土 

問題の解決を通じた両国の平和条約締結に結びつくものとすること。 

 また、元島民の財産権に十分配慮すること。 
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 第２号議案 

真の地方分権の実現に向けた地方税財政改革の推進等について 

 

真の地方分権を実現するためには、地方分権改革を我が国の必須の 

基本政策として位置付け、今後とも、確実に推進していく必要がある。 

また、地方分権改革により地方公共団体の担う役割と責任は一層増大

することから、真の「地方政府」の実現を目指し、地方公共団体が地域の

実情に即し自主的・自立的な行財政運営を行うためには、地方税財源の充

実強化が不可欠である。 

よって、政府においては、更なる地方分権改革の推進と地方税財源の 

充実強化を図るため、次の措置を講ずるよう強く要望する。 

１ 「国と地方の協議の場」や地方分権改革に関する「提案募集方式」の

活用を図りながら、国と地方の役割分担の徹底した見直しを行い、国 

から地方へ事務・権限を移譲するとともに、「従うべき基準」をはじめ

とする法令による義務付け・枠付けの更なる見直しなど、地方の実情や

意向を十分に踏まえた改革を着実に推進すること。 

なお、国から地方への事務・権限の移譲に当たっては、地域における

住民サービスが確実に提供されるよう、一般財源ベースでの適切な 

財源移転を一体的に行うとともに、人員等の課題については、地方の 

自主性・主体性を最大限尊重の上、対応すること。 

２ 地方が担っている役割と責任に見合うよう、地方税財源の充実強化

を図ること。その際には、税源の偏在性が少なく税収の安定性を備えた

地方税体系を構築すること。 

３ 地方公共団体が持続的かつ安定的な財政運営を行うには、一般財源

総額の確保が重要であるため、地方財政計画の策定に当たっては、実態

に即した税収を的確に見込みつつ、歳出においても社会保障関係経費

のみならず、地方創生の取組や、投資単独事業等の地方の財政需要を 

適切に反映させるなど、引き続き地方の実情に配慮すること。 
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 第３号議案 

地方創生に向けた移住・定住対策の推進について 

 

首都圏への一極集中を是正し、地方に人を呼び戻すという地方創生の

目的を実現するためには、国の責任において、若者の地方への定着を促進

する支援の充実や定住に必要な雇用の場となる産業の振興を図ることが

重要である。 

よって、政府においては、次の事項について、その実現を期すよう強く

要望する。 

１ 移住支援金の要件緩和等 

東京圏からの地方移住及び地方の担い手確保を促進するため、地方

創生推進交付金（移住・起業・就業タイプ）に係る「移住支援金」に   

ついて、法人要件や支給対象者の居住・通勤要件の更なる緩和を図ると

ともに、東京圏等における制度周知の充実を図ること。 

２ 地方への産業再配置 

（１）地方が行う企業立地のための補助制度に対する財政支援制度を 

創設すること。 

（２）地方への支援制度等の創設に際しては、支援の規模や内容を全国一

律とするのではなく、気候や地理的条件におけるハンディキャップ

の度合いに応じた段階的なものとするなど、地方の均衡ある発展に

実効性のある制度となるよう配慮すること。 

（３）事業者の物流施設（港湾、空港）の使用料の減免に対する財政支援

や、高速道路料金の割引制度を創設すること。 

３ 地域における新事業の創出 

（１）新事業の創出に向けた総合的な支援体制を整備すること。 

（２）新事業創出のためのソフト活動等に対する支援策の充実・強化を 

図ること。 

（３）苫小牧東部開発及びむつ小川原開発の両国家プロジェクトに  

ついては、計画的かつ実効性のある開発の推進を図ること。 

（４）東北大学青葉山新キャンパス内を整備用地とする次世代放射光 

施設の完成に向けて、確実な予算措置を講ずること。  
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 第４号議案 

少子化対策・子育て支援の推進について 

 

少子化の進行は、地域活力の低下や社会保障制度への影響など、経済や

社会の広範の分野にわたり深刻な影響を与え、我が国の将来にとって極

めて憂慮すべき問題となっている。その克服に向けては、国と地方が一丸

となって、女性の活躍を推進するとともに、安心して子どもを生み育てる

ことができる環境づくりを強力に進めていくことが必要である。 

よって、政府においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。 

１ 少子化対策の推進 

（１）地方自らが、創意工夫により、地域の実情に応じた総合的な少子化

対策及び女性活躍推進策を継続的に実施することができるよう、 

地方の取組に対する財政措置を充実すること。 

（２）中小企業における従業員の仕事と家庭の両立が図られるよう、  

次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法（女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する法律）に基づく一般事業主行動計画の 

策定に対する支援や、事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の 

拡充など、両立支援の取組に対する財政措置を充実すること。 

２ 子育て支援の充実 

（１）子ども・子育て支援新制度の実施に伴い、保育や子育て支援等の 

「量的拡充」及び「質の改善」が図られるよう、必要とされる財源を

確実に確保すること。また、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、

幼児教育・保育の完全無償化を早期に実現すること。 

（２）子育て家庭の経済的負担が軽減されるよう、医療保険制度における

未就学児等の医療費の一部負担金について、更なる軽減を図るとと

もに、対象年齢を引き上げること。 

また、現物給付による医療費助成を行った場合の国民健康保険の

国庫負担減額調整措置を廃止すること。 

（３）子どもの医療に関わる全国一律の制度を構築すること。 
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 第５号議案 

地域医療を担う医師の確保について 

 

北海道・東北地域において、医療に関する最大の課題は、地域医療を  

担う医師の確保である。 

当地域では医師確保に向け鋭意取り組んでいるものの、このままでは 

地域医療の確保・継続が危ぶまれているところであり、医師の絶対数の 

確保はもとより、へき地や、特に不足している産科、小児科、麻酔科など

の特定診療科の医師の確保について、効果的な対策の充実強化が望まれる

ところである。 

ついては、地域医療を確保し、新たな感染症によるパンデミックが発生

した場合にも、医療現場の崩壊を招くことなく、適切な医療を提供する 

ため、より実効性のある具体的な対策に早急に取り組むよう、政府におい

ては、次の措置を講ずるよう強く要望する。 

１ 医師の絶対数の不足と地域偏在を解消するため、地域に必要な医師が

十分に確保されるまで大学医学部臨時定員増を延長すること。大学医学

部の臨時定員増の恒久化や定員増を行うこと。 

また、各都道府県の「医師確保計画」の実効性を高めるため、都道府

県を超えた医師の適正配置を進める仕組みづくりなど国の支援策の 

充実を図るとともに、医師臨床研修における研修医の地域への適正配置

を促進するため、臨床研修医の採用数に関する激変緩和措置の廃止、地

域医療研修の拡大、研修先の見直しや医師多数県からの指導医派遣によ

る地域の研修体制の整備等の具体的な施策の推進を図ること。 

２ これまでの診療報酬改定で、小児救急医療の充実等、特定診療科の 

偏在解消に配慮した措置がなされたが、地域の拠点病院の勤務医や政策

的ニーズが高い又は高度な医療技術を必要とする医療分野について 

診療報酬を含めたインセンティブを設定するなど、医師の偏在解消に 

向けて更なる対策を講ずること。 

３ 医師不足の深刻な地域の中小規模病院において、専門医との連携の下、

患者の全身状態を踏まえ総合的な診断を行うことのできる総合診療医

が地域で育成され、地域に定着する仕組みの構築について、必要な措置
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を講ずること。 

４ 専門研修制度において、さらなる医師の偏在是正につなげるため、 

専攻医募集定員に係るシーリングの厳格化を図るとともに、専攻医の 

派遣先が特定の県に偏らない仕組みづくりを進めること。 

  また、地方の指導環境を充実させるため、都市部から地方へ指導医が

派遣される実効性のある仕組みを創設するとともに、連携施設における

指導医の在籍要件を柔軟に運用するなど、地域医療と専門医制度の共存

を図ること。 

  加えて、専門研修プログラムの更新制度について、医師のキャリアに

も配慮した上で、医師少数県において、一定定期間勤務する制度とする

こと。 

５ 医師少数区域での勤務経験を管理者の要件とする病院を、地域医療支

援病院に限らず全ての病院へと拡大すること。 

６ 医師の働き方改革の推進に当たっては、地域における医師確保・偏在

対策の着実な進展を前提として一体的に進めること。 

７ 都道府県が医師確保計画に基づき実施する医師の確保・偏在対策のた

めの具体的な施策に対し、地域医療介護総合確保基金や特別交付税措置

の見直し等を通じた、更なる財政支援を行うこと。 
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 第６号議案 

高齢者・障害者施策の推進について 

 

介護人材については、給与が低い水準にとどまっていることなどから

確保定着が困難となっており､今後ますます介護サービスのニーズの 

増大が見込まれる中で、大きな課題となっている。 

また、障害者施策については、平成２８年５月に障害者総合支援法の 

改正法（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

及び児童福祉法の一部を改正する法律）が成立し、平成３０年４月１日 

から完全施行されているが、この法律により進める施策について、適切な

措置を講ずることが必要である。 

よって、政府においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。 

１ 介護人材の確保 

国では、介護職員の更なる処遇改善を進めるため、令和元年１０月 

から特定処遇改善加算を創設したところである。新たな加算の事業所

内での配分については、経験・技能のある介護職員に重点化を図りなが

ら、一定のルールの下、事業所の裁量による柔軟な運用を認めているが、

介護に従事する全ての職員に必ず反映される内容ではない。 

介護人材を確保するため、現行制度及び新たな制度について、確実に

介護に従事する全ての職員の賃金改善につながる措置を講ずるととも

に、保険料の引上げや地方の負担増とならない制度とすること。 

２ 障害者施策の推進 

（１）地域生活支援事業については、障害者の自立した地域生活を支援 

するために必要不可欠な事業が確実に実施できるよう、十分な財政

措置を講ずること。 

（２）障害福祉サービス等の提供に係る報酬及び人員配置基準について

は、利用者の高齢化などの実態をよく把握した上で、必要に応じて 

所要の改善を図ること。 

（３）障害者が安心して生活を送ることができるよう、各道県における 

障害者支援施設やグループホーム等の整備計画に対応できる十分な

財政措置を講ずること。  
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 第７号議案 

国際リニアコライダーの実現について 

 

国際リニアコライダー（ＩＬＣ）の日本誘致は、我が国が標榜する科学

技術創造立国と科学外交の実現、高度な技術力に基づくものづくりの競争

力強化、さらには人づくり革命等を促し、我が国の成長戦略に貢献する 

極めて重要な計画である。 

また、ＩＬＣは国や地域、言語、宗教などの隔てなく、世界中の研究者、

技術者が結集するアジア最大の拠点的研究施設であり、その実現による 

波及効果は日本全国、世界に及ぶ。特に、建設候補地である東北では、  

ＩＬＣの建設、運用を通して、国際的なイノベーション拠点の形成等が 

進むことが期待される。これにより、世界に開かれた地方創生、東日本  

大震災からの創造的復興が実現し、「新しい東北」の扉が開かれ、ひいて

は日本の成長にも貢献できるものと確信しており、令和２年６月に成立し

た復興庁設置法等の一部改正の際にも、ＩＬＣは「新しい東北」に資する

ものとして、その誘致について検討等を求める附帯決議が衆参両院でなさ

れたところである。 

政府においては、平成３１年３月のＩＬＣ計画に関する見解に沿って、

文部科学省が海外パートナー国との国際分担等について、アメリカ、  

ヨーロッパ各国との議論を進められており、関係省庁においても、地方 

創生や復興など様々な観点から実現に向けて検討されるなど、積極的な 

取組をいただいているところである。 

国際的には、既にＩＬＣに対する支持を政府として表明しているアメリ

カに加え、令和２年６月に更新された欧州素粒子物理戦略において、ヨー

ロッパの研究者の協力姿勢が明確に示された。さらに、世界の研究者コ 

ミュニティの組織であるＩＬＣ国際推進チームが本年６月に「ＩＬＣ準備 

研究所提案書」を公表した。 

また、超党派の国会議員で構成される「リニアコライダー国際研究所 

建設推進議員連盟」が、ＩＬＣ実現に向け国際的な活動を精力的に展開し

ているほか、東北ＩＬＣ推進協議会や先端加速器科学技術推進協議会など

が連携し、全国的な広報活動を展開するなど、民間ベースでの活動も広く
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活発になってきている。 

建設候補地である東北では、ＩＬＣ国際推進チームの活動に応じて実務

的な調査検討等を行う東北ＩＬＣ事業推進センターが自治体や大学等に

より発足し活動を進めている。北海道・東北地方は、今後とも、日本の  

他地域と連携を一層深め、産学官民が一体となって、ＩＬＣの実現に向け

て最大限の努力をしていくものであり、政府においては、次の事項に取り

組まれるよう強く要望する。 

１ ＩＬＣ計画について、日本での実現を目指し、令和４年度中のＩＬＣ 

準備研究所の設立に向けて積極的に対応するとともに、日本政府が主導

し、国際的な議論をさらに推進すること。 

２ ＩＬＣを、我が国の科学技術の進展、さらに、産業・情報・技術の   

ネットワーク形成、震災復興、成長戦略、地方創生等の柱に位置付け、

関係省庁横断の体制を強化し、国内の議論を加速させること。 
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 第８号議案 

学校教育の充実に向けた教職員定数の改善等について 

 

教育は国力の維持・成長に向け、最も注力して取り組むべき分野であり、

特に少子化が進行する我が国においては、次代を担う子どもたち一人 

一人に、国や地域の社会・経済を支える能力を身に付けさせるためのきめ

細かな指導や安心して学べる教育環境の一層の充実が求められている。 

しかしながら、学校現場における教育課題が多様化・複雑化している中、

教員の多忙化などが顕在化し、教員が子どもと向き合う時間が限られて

おり、真に子どもたち一人一人の能力を伸長させる教育の実現が難しい

状況である。 

よって、政府においては、きめ細かな指導を可能とする学校体制の実現

や教育環境の整備に向けて、次の措置を講ずるよう強く要望する。 

１ 一人一人の子どもに対するきめ細かな指導を展開するため、小学校

全学年で５年かけて実施される３５人学級を中学校第三学年まで段階

的に拡充するとともに、小学校高学年からの教科担任制の導入に向け

て、専科教員による指導の充実と働き方改革の推進が図られるよう、 

指導方法工夫改善に係る加配の拡充と運用条件の改善を図ること。 

２ いじめ、不登校、特別な支援が必要な児童生徒への対応など、学校が

抱える課題に対する組織的な取組や、学校統廃合による児童生徒の 

教育環境の変化への対応、小規模校における教育環境の充実のため、 

児童生徒支援等の加配を拡充すること。 

３ 教職員の大量退職期を迎える中、雇用と年金の接続を図りつつ、若手

教職員を安定的・計画的に確保できるよう、再任用教職員に係る定数 

措置の充実を図ること。 

４ 新学習指導要領の円滑な実施や個に応じたきめ細かな指導の実現等、

様々な教育課題に対応し、安定した教育成果につなげるためには、ふる

さとの将来を支える人材を育てようとする志の高い教員の計画的な 

確保が必要であることから、複数年先を見込んだ計画的な定数改善を

推進するため、国において教職員定数改善計画の策定を早期に実現 

すること。 
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５ 教員が生き生きとやりがいを持って子どもたちに向き合うため、 

スクール・サポート・スタッフや部活動指導員等の教員以外の専門人材

を必要とする全ての公立学校に配置できるよう、国における予算総額

の更なる増額を図るとともに、地方の負担割合を軽減するなど、必要な

財政措置を拡充すること。  
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 第９号議案 

公立学校施設整備に係る必要な財源の確保について 

 

学校は、児童生徒が一日の大半を過ごす場であり、地域にとっては、 

災害発生時の避難場所としての役割を果たす極めて重要な施設であるが、

公立学校施設の約７割は築２５年以上で、老朽化が著しく進行しており、

改築や耐震補強、長寿命化改修等の対策が喫緊の課題となっている。 

よって、政府においては、安全・安心な教育環境の確保に向けて、公立

学校の施設整備について、次の措置を講ずるよう、強く要望する。 

１ 公立学校の施設整備については、設置者の計画事業が円滑に実施 

できるよう、補正予算の編成も含め必要な財源を早期に確保すること。 

２ 生徒急増期に建築した施設が一斉に改修の時期を迎え、今後老朽化

対策が急務になることから、長寿命化改良事業等における補助要件を

緩和するとともに、補助単価の引き上げを行うなど、財政支援措置の 

充実を図ること。 
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 第 10 号議案 

新幹線鉄道の建設促進等及び並行在来線への支援措置等について 

 

新幹線鉄道は、我が国の基幹的な高速輸送体系を形成するとともに、 

北日本全体の発展基盤及び強靱な国土・地域づくりの軸となるもので 

あり、北海道・東北地域の発展に果たす役割は極めて大きいものがある。 

一方、整備新幹線の開業に伴いＪＲ各社から経営分離される並行在来

線区間や既に開業している並行在来線は、地域住民の日常生活に欠かす

ことのできない貴重な生活の足であるとともに、国の物流政策や大規模

災害時における物資輸送のリスク分散の観点から、極めて重要な貨物 

鉄道の広域ネットワークの一部を担うなど、国民経済全体に多大な便益

を与える重要な役割を果たしている。 

よって、政府においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。 

１ 新幹線鉄道の建設促進等について 

（１）北海道新幹線「新青森・札幌間」については、「新青森・新函館   

北斗間」の徹底した安全運行の確保、「新函館北斗・札幌間」の早期  

完成を図ること。 

また、「東京・新函館北斗間」については、青函共用走行区間に  

おける時間帯区分方式による高速走行の確実な実施及び区間、実施

期間や運行本数などの更なる拡大並びに現在検討中の案にこだわら

ない抜本的解決策の検討、研究開発、導入を図るとともに、北海道 

新幹線札幌開業を見据えた高速走行のスケジュール、目標を早急に

示すこと。 

さらに、青函共用走行区間の高速走行実現のための抜本的解決策

の実施によって、新たな地方負担を生じさせないこと。 

（２）整備新幹線の工事費の縮減に努めるほか、地方財政の厳しい状況に

鑑み、工事費の増嵩を含む整備新幹線の整備に伴う建設財源の確保

及び地方負担の最大限の軽減について、財源措置の更なる拡充を 

図ること。 
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２ 並行在来線への支援措置等について 

（１）各並行在来線及び今後開業予定の並行在来線区間の維持のため 

の地元負担に係る助成措置（運営費助成・特別交付税等）を講ずる 

こと。 

（２）鉄道資産等の設備投資及び老朽化施設の更新に対する助成措置 

の拡充・創設を図るとともに、ＪＲから譲渡された鉄道資産や新たに

整備・取得した鉄道資産に対する税制特例の拡充（ＪＲ二島特例並み

の創設）を講ずること。 

（３）並行在来線とＪＲ路線等を乗り継ぐことによる利用者の負担を 

緩和するため、乗継割引に対する財政支援制度を創設するとともに、

ＪＲに対しても乗継割引制度の導入を指導すること。 
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 第 11 号議案 

交通網の整備促進と財源の確保について 

 

北海道・東北地域の発展可能性を顕在化させ、国土の均衡ある発展と 

産業経済の飛躍的な振興を図るためには、本地域の交通体系の整備を 

重点的かつ計画的に推進することが急務である。 

よって、政府においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。 

Ⅰ 道路関係 

１ 道路は、地方に暮らす住民の生活を支える基本的な生活基盤で 

あり、地方が必要とする道路整備が引き続き着実に実施できるよう、

予算の総額の拡充、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化

対策」に基づく道路事業への別枠での財源確保及び道路補助制度 

対象事業の拡大を図るとともに、社会資本整備が遅れている地域に

配慮した予算配分の仕組みとすること。 

２ 新たな交通需要に基づく直轄事業の事業評価等については、  

ネットワークとしての観点及び地方における多様な効果に加え、 

東日本大震災においてその重要性が再認識された代替性確保の観点

も含め、更なる検討を行うこと。 

３ 高規格道路は、国土の骨格をなし、地方創生の推進を図る上で大き

な役割を担うものであり、全国的なネットワークの整備を促進する

とともに、ミッシングリンクの解消と一般広域道路とのダブルネッ

トワークの強化のため、次の措置を講ずること。 

（１）着手区間の早期開通及び未着手区間の早期着手を図ること。 

また、計画段階評価が終了した区間についても、速やかに事業 

着手を図ること。 

（２）「高速道路における安全・安心基本計画」において、優先整備  

区間として位置付けられている暫定２車線区間について、早期に

４車線化事業の着手を図ること。 

なお、事業許可区間については、４車線化整備を促進すること。 

４ 主要幹線道路の四車線化と都市部区間の拡幅及びバイパス建設 

など、国道改良事業を推進すること。 
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５ 重要物流道路及びその代替となる道路・補完する道路については、

平成３１年４月及び令和２年４月に供用中の路線が指定されたが、

事業中及び計画中の路線などの追加指定に当たっては、既存の幹線

道路等のネットワークの見直しを含め、地方の意見を十分に反映し

路線指定するとともに、機能強化及び重点整備を図ること。 

６ 災害に強いまちづくりや緊急輸送道路、孤立の可能性のある集落

へのアクセス道路、復興道路等の整備などの事業促進とそれに伴う

災害に強く信頼性の高い交通ネットワークの構築、社会資本整備費

の重点投資など、国土構造形成のための整備を緊急に進めること。 

７ 中心市街地の活性化など、地域の再生に資する市街地の道路整備

を積極的に推進すること。 

８ 交通安全施設等の整備を積極的に推進すること。 

９ 道路事業を円滑に推進するため、用地先行取得制度、代替地対策、

税制を拡充すること。 

10 冬期道路交通対策を積極的に推進すること。 

Ⅱ 空港関係 

１ 地方空港の整備については、今後とも長期的な視野に立ち、円滑 

かつ確実に実施されるよう、一般財源の拡充を含め、財源の確保に 

万全を期すこと。 

２ 積雪寒冷地の地方管理空港に不可欠な除雪車両及び空港の安全 

確保に不可欠な特殊車両の更新についての支援措置を新設すること。 

３ 地方空港の国際化を図るため、ＣＩＱ体制の整備等を推進する 

こと。 

また、新型コロナウイルス感染症収束後の外国人旅行者数の増加

につなげるため、「訪日誘客支援空港」に認定された空港をはじめと

した地方空港に対して、新規就航・増便並びに運航再開に係る着陸

料やビル使用料及び空港受入環境の整備に係る支援措置を拡充する

こと。 

４ 航空交通の効率的な運航と一層の安全性を確保するため、航空 

管制業務の充実強化を図ること。 
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５ 各航空会社が路線の減便や廃止を行う場合には、国への届け出前

に国を交えて空港の設置管理者や地元自治体と協議する制度を設け

ること。 

また、地方路線が公共交通機関として定着していることを踏まえ、

航空会社に対しての運航費の補助や地域における利用拡大の取組に

対する財政支援措置の拡充を行うなど、地方路線の維持・拡充の  

ための措置を講ずること。 

６ 見直しが進められている空港整備勘定について、地方自治体が 

独自の裁量で路線維持や利用促進等を図るために実施するソフト 

事業についても活用できるよう、使途の拡大を図ること。 

７ 航空会社を取り巻く状況が厳しさを増す中、地方路線を維持して

いくため、羽田空港発着枠については、「１便ルール」及び「３便  

ルール」の運用を継続するとともに、地方路線維持のための「政策 

コンテスト」を継続的に実施するなど、少便数路線を優先する仕組み

を拡充すること。 

８ 羽田、伊丹などの混雑空港の発着枠について、離島を含む地方路線

に優先的に配分すること。 

また、これに併せて、羽田空港における小型機乗り入れの運用を

緩和すること。 

９ 航空会社の経営を圧迫している航空機燃料税等の減免を継続する

とともに、地方自治体が減収とならないよう、地方特例交付金などの

財源措置を行うこと。 

10 今後、需要の増加が見込まれるビジネスジェット等の安全かつ 

円滑な受入れを進めるとともに、地方空港の活用に当たっては、必要

な措置を講ずること。 

Ⅲ 鉄道関係  

１ 羽越新幹線、奥羽新幹線などの基本計画路線の整備計画策定に 

向けた調査を指示すること。 

２ 太平洋側と日本海側との幹線交通ネットワークの相互補完性、 

首都圏とのアクセスを強化するため、主要幹線である奥羽本線、羽越

本線、秋田新幹線が走行する田沢湖線等の高速化及び複線化等の 
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機能強化や輸送改善、安全性の向上を図るとともに、その他の在来線

についても電化等の整備により輸送力の増強に努めること。 

３ 大規模災害時において太平洋側と日本海側を横断的に結ぶ旅客・

物資輸送のルート確保や接続性の改善を図ること。 

４ 雨・風・雪などの気象変化により、運休・遅延が頻発していること

から、防災対策の緊急性の高い個所や抜本的な防災対策が必要な 

個所について、鉄道の公共性に鑑みた安全・安定輸送対策のための 

新たな支援制度を創設すること。 

５ 中小民鉄及び旧国鉄の特定地方交通線や整備新幹線の並行在来線

などを引き継いだ第三セクターいわゆる地域鉄道事業者に対して、

次の措置を講ずること。 

（１）災害の未然防止及び車両更新等の計画的な設備投資を確実に 

図るため、鉄道軌道安全輸送設備等整備事業及び訪日外国人旅行

者受入環境整備緊急対策事業の予算枠を拡充すること。特に第三

セクター鉄道については、開業から３０年以上が経過し、車両や 

施設・設備の更新需要が全国各地で一斉に到来しており、更新が 

確実かつ計画的に実施できるよう、必要な予算の確保や財政支援

の拡充等の適切な支援を講ずること。 

（２）第三セクター鉄道等が所在する地域の高齢化等に鑑み、補助対象

要件の緩和及び補助率のアップなど、交通施設バリアフリー化 

設備整備費補助制度の拡充強化を図ること。 

（３）大規模自然災害を受けた第三セクター鉄道会社等の復旧工事に

対する補助率のアップなど、鉄道災害復旧事業費補助制度の充実

強化を図ること。 

（４）住民生活や経済活動に欠かせない地域公共交通の維持・確保を 

図るため、新型コロナウイルス感染症の影響により、一段と厳しい

環境にある第三セクター鉄道等の経営安定のための新たな支援 

制度や地方負担に係る所要の財源措置を創設すること。また、利用

促進等の取組に対する支援を充実すること。 
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Ⅳ 地方バス等関係 

１ 地域住民の日常生活に支障が出ることのないよう、地域の実情を

踏まえた制度設計のもと地方バス生活路線の運行費及び老朽化した

車両の購入費補助等に係る予算枠を確保、拡充するとともに、地方の

生活交通確保策に対する地方交付税措置を維持、拡充すること。 

２ 市町村の運行する路線バスやスクールバス等各種バスの一体的 

運行がなされるよう、関係省庁間での政策調整や財源措置の一本化

を図ること。 

３ 訪日外国人の利便性を向上させるため、ユニバーサルデザイン 

タクシーの導入を支援する訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策

事業（交通サービス利便向上促進事業）の予算枠を拡充すること。 

また、国内観光客や訪日外国人、地域住民等に対する利便性を向上 

させるため、ＩＣカード対応システムやバスロケーションシステム

の導入に対する支援の拡充強化を図ること。 

Ｖ 離島航路・航空路関係 

１ 離島住民の日常生活や経済活動に支障が出ることのないよう、 

その維持・確保、拡充等を図るために必要な予算の確保、財政支援の

拡充など適切な支援を講ずるとともに、地方自治体の離島航路・航空

路確保策に対する地方交付税措置を維持、拡充すること。 

２ 離島航路・航空路を運航する事業者は、経営基盤が脆弱であること

が多いことから、安全運航確保等のために行う投資に対しての支援

を講ずること。 

Ⅵ 港湾関係 

国際拠点港湾及び重要港湾について、次の措置を講ずること。 

１ 港湾整備を計画的に進めるとともに、今後とも長期的な視野に 

立ち、港湾の整備が円滑かつ確実に実施されるよう、財源の確保に 

万全を期すこと。また、農水産物の輸出促進に向け、輸出拠点となる

港湾機能の強化を図ること。 

２ 国土強靱化の一層の推進を図るため、大規模地震対策施設として

の耐震強化岸壁や、津波・高潮対策としての港湾施設、海岸保全施設

の整備促進を図ること。 
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３ 港湾機能を大幅に向上させるため、港湾に直結するアクセス道路

の整備促進を図ること。 

４ 予防保全的な維持管理・更新等の考え方に基づき、既存港湾施設・

海岸保全施設のハード・ソフト両面から老朽化対策に対する支援を

拡充すること。 

５ ２００２年１２月に「海上における人命の安全のための国際条約

（ＳＯＬＡＳ条約）」が改正されたことにより、国際貨物船が使用 

する港湾施設の保安対策が義務化され、現在、国において関連する 

施策が進められているが、施設管理者にとっても多大な負担が生じ

るものであることから、国の責任と役割を明確にし、施設管理者への

支援制度等を拡充すること。 

６ 地域の活性化に向け、クルーズ船の受入環境改善のための施設 

整備や出入国管理体制、ソフト施策の充実を図ること。加えて、港を

核とした魅力ある地域の創造を図るため、「みなとオアシス」など 

官民が一体となった取組を促進すること。 

Ⅶ 空港、港湾、道路等整備の連携 

地域の国際化と地元企業の国際競争力の強化を担う港湾や空港、 

道路ネットワーク等の整備については、一体的かつ総合的な事業促進

を図ること。 
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 第 12 号議案 

世界に向けた北海道・東北地域の観光振興について 

 

北海道･東北地域の観光は、北海道新幹線を活用した連携や交流が進ん

できていたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、国内外の            

観光客は大幅に減少しており、北海道・東北地域の観光が持続的に発展 

するためには、外国人観光客の誘致促進に向けた取組や魅力ある滞在型

観光地づくりのほか、地域空港間の連携や広域観光ルートの整備を図る

など、新型コロナウイルス感染症収束後の国際競争力の強化に向けた 

施策の推進が必要である。 

よって、政府においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。 

１ 北海道新幹線などを活用し、北海道・東北地域の世界文化遺産や世界

自然遺産、食、自然、歴史、文化、芸術、スポーツ等の地域資源を生か

した、国内外から北海道・東北地域への誘客促進を図るための大規模な

観光施策を展開すること。 

２ 国が進める観光立国実現へ貢献するため、新型コロナウイルス感染

症の収束状況を十分見極め、感染防止対策を講じた上で、ビジット・  

ジャパン事業の加速的な推進のほか、ＭＩＣＥの誘致・開催など、地域

における取組に対する支援強化も含め、積極的な誘客施策を展開する

こと。 

３ 水際対策を徹底した上で、現在、観光客に対する査証免除措置がとら

れていない中国やフィリピン、ベトナム、ロシア、インドにおいて、  

ビザ申請者の負担軽減を図ることで市場拡大につながる可能性が非常

に高いことから、更なる訪日査証制度の緩和を推進すること。 

４ 国際競争力の高い魅力ある観光地の形成を促進するため、観光客の

利便性向上に資する多言語表記の観光案内標識の設置をはじめ、二次

交通の整備や景観を阻害する廃屋の撤去など、観光客の受入体制整備

を促進するためのハード整備を含めた支援制度等を創設すること。 
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 第 13 号議案 

食料・農業・農村政策の確立について 

 

北海道・東北地域の農業は、我が国の食料の安定供給に大きく寄与する

とともに、基幹産業として地域経済の活性化に重要な役割を果たして 

いるほか、国土・環境の保全等の多面的機能を有している。 

農産物流通の国際化が進む中で、本地域の農業が将来にわたり持続的

に発展していくためには、地域農業を担う多様な担い手が、厳しい経営 

環境の下でも安定的な所得を確保し、誇りと希望を持って農業経営に 

取り組むことができるよう、「食料・農業・農村基本法」の理念に基づく

関係施策の着実な推進が重要である。 

また、「食料・農業・農村基本計画」の推進に当たっては、立地条件や

農業形態などの地域の実情に十分配慮し、農業の持続的な発展に向けた

各種施策を着実に展開していくことが必要である。 

一方、ＷＴＯ農業交渉等の国際貿易交渉においては、我が国の農業分野

への影響が懸念されていることから、守るべき国益を明確にし、安易に 

妥協することなく、関係国との交渉を進めていく必要がある。 

また、ＴＰＰ１１、日ＥＵ・ＥＰＡ、日米貿易協定等の経済連携協定に

より、国内農林水産業に影響が及ぶことのないよう、地域の実情に応じ、

農業の成長産業化に向けた万全の対策を講ずることが重要である。 

さらに、世界の食料需給が中長期的にひっ迫すると予想されている中、

主要先進国の中で最低の水準となっている我が国の食料自給率を向上 

させ、食料安全保障を確立するための施策を展開することが一層重要と

なっている。 

特に、東北地方の農業は、東日本大震災に加え、いまだ収束の見通しが

立たない原子力災害によりこれまでにない甚大な被害を受けており、 

農業者が持続的に安定した所得を確保し、これまで築き上げてきた農業

を着実に次の世代へ引き継いでいくために、一刻も早い復旧・復興が求め

られている。 

よって、政府においては、極めて厳しい状況にある農業の現状を踏まえ

るとともに、東日本大震災からの復興の途上にある被災地の活力を決し
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て低下させることがないよう、被災地の農業者の心情にも十分配慮し、 

今後の農業の着実な復興・発展を進めるべく、次の措置を講ずるよう強く

要望する。 

１ 政府が進める農業改革の具体化に当たっては、農業協同組合や農業

委員会等が果たす役割を踏まえつつ、中山間等地域の実情や農業・農村

が国土や自然環境の保全、文化の維持・継承、地域社会の維持・発展  

など多面的な機能を担ってきたことなどにも配慮し、今後も国民の 

食を守り、美しく伝統ある農村を将来にわたって継承していけるよう、

必要な支援策を講ずること。 

２ 「食料・農業・農村基本計画」の推進に当たっては、地域の農業の  

実情に配慮しながら、地域農業を担う多様な経営体が将来に希望を 

持って農業経営に取り組むことができ、持続可能な農業の確立による

食料自給率の向上、更には農村の振興による地域経済の活性化や、農業

の多面的な機能の発揮が図られるよう、関係施策の着実な実施に必要

な予算を確保すること。 

特に、経営所得安定対策等については、農業者が将来にわたり安心 

して農業経営に取り組める制度とするとともに、意欲ある担い手に 

対する支援を強化すること。なお、収入保険及び農業共済については、

農業者が無保険の状態となることがないよう、農業者個々が経営内容

に応じたメリット・デメリット等を理解したうえで加入の判断が  

できるように引き続き周知に努めること。加えて、収入減少を補てん 

する関連施策全体について検証し、農業者のニーズを踏まえた改善を

行うこと。 

人と農地に関する制度・施策の見直しに当たっては、担い手への農地

の利用集積・集約化を効率的に進めるため、道県や市町村などの実情を

踏まえた有効な制度とするとともに、新たな制度の推進に取り組む 

地域への支援を拡充すること。 

農地中間管理事業の制度については、道県及び市町村段階の   

マンパワーの確保など財政・運営面に対する支援を充実させるととも

に、一部地方負担が求められていることから、地方負担が生じないよう
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早急に改めるほか、今後、新たな地方負担を求めることのないよう安定

した制度運用を図ること。 

また、機構集積協力金交付事業及び機構集積支援事業等については、

制度の安定的な運用を図るとともに、各道県の必要額を踏まえた上で

十分な予算措置を講ずること。 

３ 水田活用の直接支払交付金の戦略作物助成や産地交付金について 

十分な予算を確保するとともに、各産地の取組に対する支援を充実 

すること。 

特に、飼料用米については、多収品種の開発・育成や安定多収生産 

技術の普及、生産・流通段階におけるコスト低減など、現場において

様々な課題を抱えていることから、種子の確保対策や交付金による 

支援を継続することに加え、保管・流通施設等の確保に向けた支援の 

充実・強化など、飼料用米の生産や利活用に取り組みやすい環境整備を

総合的に推進すること。 

また、我が国の米・麦・大豆の安定供給を下支えする重要な食料  

インフラである穀類乾燥調製貯蔵施設等について、耐震性診断や  

維持・更新計画の策定、施設の長寿命化等に対する新たな支援措置を 

講ずること。 

４ 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に基づき、米の需給 

及び価格の安定に対し国がその役割を果たし、実効性のある需給調整

に必要な環境整備を一層推進すること。 

特に、新型コロナウイルス感染症の影響により、米の需要量が減少し 

ており、水田農業の経営状況が厳しくなっていることから、米の需給 

環境の改善を図るため、備蓄米の買入数量拡大のほか、販売促進対策や

長期間計画的に販売する取組への支援対策を継続・拡充すること。 

さらに、ミニマムアクセス米の販売に当たっては、主食用米や加工用

米の需給に影響を与えない対策を講ずること。 

なお、米の先物取引の試験上場については、常時監視・監督し、適切

に検証するなど、米の需給調整対策との整合性に配慮すること。 

５ 畜産・酪農の生産基盤の維持・強化を図るため、次に掲げる取組を 

推進すること。 
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（１）畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（施設整備事業、機械  

導入事業、生産基盤拡大加速化事業等）を中長期的に継続するととも

に、必要な予算を十分に措置すること。 

また、飼養衛生に係るクロスコンプライアンスの導入に伴い、  

飼養衛生に係る設備・機器、実証等も補助の対象とすること。 

（２）肉用牛生産については、子牛価格の高騰を抜本的に解決するため、

引き続き、繁殖基盤の強化に取り組むこと。 

（３）国産飼料に立脚した畜産・酪農の確立を図るため、自給飼料の  

増産に向けた取組や国産濃厚飼料の利活用拡大の取組を加速する 

こと。 

（４）口蹄疫や豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病の国内 

への侵入・まん延防止について万全を期すこと。 

６ 食料の安定供給に向け食料自給率の向上を図るためには、持続的な

農業経営を支える経営所得安定対策とともに、農業生産基盤の保全 

管理・整備による生産性の高い優良農地や安定した農業用水の確保が

必要である。 

ついては、次に掲げる諸施策の積極的な推進に必要な農業農村整備

事業予算について当初予算を基本に十分に措置すること。 

（１）意欲ある農業者への農地利用集積・集約化、高収益作物や水田の 

フル活用となる麦、大豆の導入等による農業所得の向上に向け、地域

の特性に応じた農地や農業水利施設などの農業生産基盤整備を総合

的に推進するとともに、ほ場整備事業のソフト事業（農業経営高度化

支援事業）などの地方財政措置の拡充を図ること。 

（２）農業生産に不可欠な農業用水を安定的に確保するため、次々と耐用

年数を迎える農業水利施設のストックマネジメントを踏まえた計画

的な補修や更新ができるよう、長寿命化対策を一層推進すること。 

（３）農村地域において安定的な農業経営や安心・安全な暮らしを実現 

するためには、近年多発する集中豪雨や大規模地震等による災害の

未然防止に向けた農村地域の防災・減災対策が重要であるため、「防

災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」に基づく、財源  

確保と地方財政措置の充実を図ること。 
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特に、「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する

特別措置法」に基づき、下流に人家や公共施設があり、決壊すると甚

大な影響を与える農業用ため池の「ソフト・ハード双方による総合

的な対策」を進めるため、財政支援の継続と更なる充実を図ること。 

（４）気象変動による豪雨被害の頻発化・激甚化、農業用ダムの洪水機能

調節の強化等に適切に対応できるよう、農業水利施設の維持管理に

関する支援を強化すること。 

７ 農業・農村が有する多面的機能は、その発揮により国民に多くの恵沢

をもたらすものであり、食料その他の農産物の供給の機能と一体のも

のとして生ずる極めて重要な機能であることを踏まえ、農業の有する

多面的機能の発揮の促進に関する法律に基づく施策の推進に当たって

は、十分な予算を確保するとともに、地方財政措置の充実に努めること。 

８ ＷＴＯ農業交渉に当たっては、農業の多面的機能や食料安全保障の

確保などを適切に反映した貿易ルールを確立するため、関係国との 

連携を図りながら、引き続き、日本提案の実現に向け、全力を挙げて 

粘り強く交渉に臨むこと。 

９ ＴＰＰ１１や日ＥＵ・ＥＰＡ、日米貿易協定などの発効に伴う農業へ

の影響を継続的に検証するとともに、今後とも農業者が希望を持って

経営に取り組むことができるよう、「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」

に基づき、農業の体質強化や経営安定、輸出の拡大に向けて十分な予算

を確保するほか、今後の状況によっては、追加の取組を実施するなど、

万全な対策を講ずること。 

また、いかなる国際貿易交渉にあっても、北海道・東北地方の農業が

再生産可能となり、持続的に発展できるよう、交渉内容の丁寧な情報 

提供を行うとともに、農産物の重要品目等に対する必要な国境措置を

確保すること。 

10 農産物等の輸出が円滑に進むよう、残留農薬基準の設定や検疫制度、

通関制度の見直し、輸出可能品目の拡大等について働きかけるなど、 

輸出対象国に対して取組を強化すること。 
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 第 14 号議案 

水産業の振興について 

 

水産業については、近年、国際情勢や社会経済情勢の大きな変化、  

相次ぐ自然災害の発生、水産資源の減少などによる漁業経営への影響に

加え、漁業就業者数の減少や高齢化の進行による地域活力の低下など 

非常に厳しい状況に置かれている。 

加えて、トド、オットセイ、アザラシ類の海獣や大型クラゲ、ザラボヤ、

貝毒原因プランクトンなど有害生物による漁業被害が拡大しており、 

漁業経営に深刻な影響を与えている。 

こうした状況を踏まえ、「水産基本法」の基本理念である「水産物の  

安定供給の確保」と「水産業の健全な発展」の実現のための総合的かつ 

計画的な施策の展開が求められている。 

よって、政府においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。 

１ 広域的な資源管理体制の構築及びサケ・マス資源の回復やふ化放流

事業の安定継続、栽培漁業の充実など水産資源の適切な保存管理と 

生産の増大が図られる施策を推進すること。 

２ 公海域における外国船の漁獲圧が高まっていることから、サンマや

サバ類など公海で漁獲されている資源の適正な管理に向け、国別漁獲

可能量の設定など実効ある保存管理措置を実現するよう、関係各国と

の交渉を進めること。 

３ 我が国排他的経済水域における自国船によるスルメイカ釣りやその

他の漁業の操業機会と安全の確保及び資源保護のため、外国漁船に 

よる違法操業の取締りの強化を図るとともに、資源の適正な管理及び

協調操業に向け、関係各国との交渉を進めること。 

４ 水産業の競争力強化に向け、収益性の高い操業体制への転換を促進

するため「広域浜プラン」に基づく浜の機能再編や漁船・漁業用機器の

導入等の取組が着実に実行できるよう予算を確保すること。 

５ 漁業生産者の経営安定のため、漁業共済制度の国庫補助率の引上げ

や補助限度率の撤廃、漁業経営セーフティーネット構築事業の更なる

要件の緩和などの一層の支援措置を講ずること。 

また、省エネルギー化（燃油節減対策等）に向けた技術開発と実用化
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を積極的に推進すること。 

６ 水産物流通拠点である特定第三種漁港及び第三種漁港等に立地する

拠点魚市場は地域産業のみならず、全国の沖合・遠洋漁船が利用し、 

我が国の水産業を支える重要な機能を有しているが、近年の冷水性 

魚種等の不漁による取扱量の減少に加え、今般の水産改革に伴う資源

管理の高度化により、一時的には水揚量が更に減少し、厳しい経営が 

続くことが想定されることから、拠点魚市場の管理・運営の合理化や 

経営改善に向けた支援と、併せて資源が回復するまでの間、運営を  

支えるセーフティネットを構築すること。 

７ 担い手の確保・育成を図るため、新規漁業就業者の受入体制づくりに

対して支援するほか、漁業後継者に対する次世代人材投資（準備型） 

事業の支援条件を緩和するとともに、研修施設等の整備に対する支援

制度や新規就業後の収入不安定期における給付金制度を創設すること。 

８ 放射性物質やノロウイルス・貝毒対策など水産物の安全性の確保、 

地域産業との連携や消費者ニーズに対応した水産流通・加工業の健全

な発展とともに衛生管理の高度化やＰＲなど輸出促進を図ること。 

９ 韓国による水産物の輸入規制措置についてのＷＴＯ上級委員会報告

書の結果を踏まえ、措置の撤廃に向けた韓国との協議を強化すると 

ともに、本件が他国の対応に波及しないよう、各国に対し冷静な対応を 

求めること。 

また、報告書の内容は日本産水産物の安全性を否定するものでは 

ないことを国内外に広く周知すること。 

10 ＴＰＰ１１や日ＥＵ・ＥＰＡの発効に伴う関税率の削減などに  

よって、輸入品の増大による生産額の減少などの影響が懸念される 

ことから、漁業の担い手が将来にわたって希望を持って経営に取り組

めるよう、持続可能な水産業の構築に向けて体質強化などの必要な 

措置を引き続き講ずること。 

11 水産資源の回復を図り、安全で安定した水産物の供給体制の確立を

図るため、漁場の整備や漁港における高度衛生管理対策、漁港施設の 

防災対策など水産基盤整備を計画的かつ着実に推進すること。 

12 トドやオットセイなど海獣類による漁業被害防止対策の強化や  

被害・休漁等に対する補償制度を創設すること。 
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また、有害生物漁業被害防止総合対策事業について、更なる充実・ 

強化を図ること。 

13 水産資源の基礎生産の場であるとともに、水質浄化や二酸化炭素の

吸収など多面的機能を有する藻場の維持・保全や磯焼けの解消等の 

環境生態系保全対策については、恒久的対策と位置付けて推進する 

こと。 

14 ロシア連邦との協定に基づく漁業は、地域経済に大きく貢献して 

いることから、操業機会の確保を強力に推進すること。 

また、ロシア水域のさけ・ます流し網漁業についてロシア連邦の法律

により操業が困難となったことから、栽培漁業の推進や関連産業の 

振興などに対して、引き続き支援を行うこと。 

15 水産業が基幹産業となっている沿岸地域においては、地域経済の 

活性化のために水産加工業などの関連産業の振興を図っていくことが

不可欠であるが、水揚げ量の減少等に伴う原魚の不足及び価格高騰、 

人手不足による生産能力や物流機能の低下、東日本大震災で失った 

販路の回復の遅れなどの影響により、事業の存続が危ぶまれている 

事業者が増えていることから、販路の回復・開拓や新商品の開発、人材

確保、生産性向上及び金融の円滑化などに対して必要な支援措置を 

講ずること。 
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 第 15 号議案 

新しい森林・林業・木材産業政策の展開について 

 

森林は、国土の保全、水源のかん養、地球温暖化の防止、林産物の供給

等の多面的機能の発揮を通じて国民生活の維持・向上に寄与している。 

しかしながら、山村地域においては、高齢化・人口減少が急速に進行し、

林業・木材産業の生産活動の停滞や、森林の多面的機能の低下が懸念され

ている。 

このような中、政府は、令和元年６月に「経済財政運営と改革の基本 

方針２０１９」を閣議決定し、林業成長産業化に向けて、新たな森林管理

システムによる経営管理の集積、路網整備、高精度な資源情報を活用した

森林管理等を推進するほか、木材生産流通構造改革を進め、効率的な  

サプライチェーンを構築することとしている。 

よって、政府においては、適切な資源管理の下、林業・木材産業の成長

産業化により地方創生を図る、新たな森林・林業・木材産業政策について、

次の措置を講ずるよう強く要望する。 

１ 公共事業である森林整備事業及び治山事業の財源を十分かつ安定的

に確保するほか、今後増加が見込まれる再造林を推進するための支援

の充実を図るとともに、「合板・製材・集成材国際競争力強化対策」と

「林業成長産業化総合対策」の強化といった、川上から川下に至る総合

的な取組への支援などにより、森林資源の循環利用による林業・木材 

産業の成長産業化を図ること。 

２ 平成３１年４月に施行された「森林環境税及び森林環境譲与税に関

する法律」に基づく森林環境譲与税については、国・都道府県・市町村

の森林整備等に係る役割分担や市町村の事業実施体制の確保等につい

て、必要な助言や十分な説明を行うなど、都道府県や市町村における 

効果的な活用に向けた取組を行うこと。 

また、譲与基準について、私有林人工林面積が大きく森林整備が必要

な自治体に、より手厚く配分されるよう見直すこと。 

３ 地域材の需要拡大に繋げるため、国産材ＣＬＴの利用拡大、公共建築

物等の木造化・木質化、木質バイオマスのエネルギー利用などの施策を
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推進すること。 

４ 松くい虫やナラ枯れをはじめとする森林被害について、十分な財源

を確保するとともに防除対策をより一層強力に推進すること。 

５ 海岸防災林は、地域住民の命や財産、生活を守る重要な施設であり、

成林するまで長期間を要することから、造成した海岸防災林の保育 

管理に要する費用も含めて現在の補助事業を拡充し、その十分な予算

の確保と地方負担に配慮した財政支援を図ること。 

６ 政策の展開に不可欠な担い手の確保を図るため、将来、林業・木材 

産業を担う人材を育成する林業大学校等において、林業への就業に 

必要な知識・技術等の習得を促進し、将来的に林業経営をも担い得る 

有望な人材として期待される青年を支援するための、緑の青年就業 

準備給付金が確実に交付できるよう、必要な予算を十分に確保すると

ともに、木材・木製品製造業分野への就業者も給付対象とすること。 
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 第 16 号議案 

鳥獣被害防止対策の充実について 

 

野生鳥獣による農作物等への被害は、経済的損失にとどまらず、農林水

産事業者の意欲の減退や耕作放棄地の増加につながるとともに、生態系

に著しい悪影響を与えている。 

鳥獣被害は、森林の下層植生の消失等による土壌流出、希少植物の食害、

車両との衝突事故等ももたらしており、被害額として数字に表れる以上

に農山漁村に深刻な影響を及ぼしている。また、野生鳥獣の生息範囲の 

拡大、高齢化する集落、狩猟者の減少などにより、農林水産事業者や狩猟

者にとって、侵入防止や捕獲による鳥獣被害防止対策の実施は大きな 

負担となっている。 

このような事態を受けて、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止

のための特別措置に関する法律に基づき、市町村が中心となった緊急的

な捕獲活動や鳥獣捕獲の担い手確保、侵入防止柵の設置、捕獲個体の利用

推進等に取り組むとともに、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に

関する法律に基づく指定管理鳥獣捕獲等事業による捕獲の強化、ジビエ

利用拡大の取組が進められてきたが、鳥獣被害が深刻化している現状を

踏まえ、被害防止対策の更なる充実が必要である。 

よって、政府においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。 

１ 鳥獣被害防止対策に係る地方公共団体への財政支援を充実させると

ともに、鳥獣被害防止総合対策交付金及び指定管理鳥獣捕獲等事業 

交付金の予算を拡充すること。 

２ 狩猟者の負担軽減のため、鳥獣捕獲の担い手の確保及び育成に向け

た支援を拡充すること。 
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 第 17 号議案 

食の安全・安心を確保する制度の拡充・強化について 

 

食品の偽装表示や異物混入事件等の発生により、健康・生命に深く関わ

る「食」の安全・安心に対する国民の関心は、従前以上に高まっている。 

北海道・東北地域が、今後とも国民に対する食料の安定供給に大きな 

役割を果たすためには、安全・安心な食品の供給に努めるとともに、消費

者の信頼を確保する努力をしていかなければならない。 

このような中で、「食」の安全・安心を確保していくためにも、より  

一層信頼される制度を構築していく必要がある。 

よって、政府においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。 

１ 加工食品の原料原産地表示の制度について、消費者への普及・啓発を

十分に図るとともに、事業者の理解不足に基づく誤表示が発生しない

よう、事業者への周知を丁寧かつ十分に行うこと。 

２ ＢＳＥ対策のあり方については、国の責任において、リスク管理や 

対策の有効性について、広く国民の理解浸透を図るとともに、検査体制

の維持に必要な予算を十分に確保し、万が一ＢＳＥが発生した場合の

地域対策について、万全を期すこと。 

３ 遺伝子組換え種子を含まない種子の提供体制の確立や輸入の際の 

こぼれ落ち等による遺伝子組換え作物の自生の防止対策を図るととも

に、一般作物との交雑・混入を防止するため、遺伝子組換え作物の  

生産・流通段階での隔離を徹底する施策を講ずること。 

４ 都道府県等が、家畜衛生、食品衛生等の責務を果たすため、独自に 

地方公務員獣医師の処遇改善に取り組むことができるよう、国が率先

して、国家公務員獣医師の職責及び業務実態等を反映した医師等と 

同等の医療職俸給表（一）の俸給を適用するか、医師等に準じた獣医師

独自の俸給表の創設を行うこと。  
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 第 18 号議案 

エネルギー政策について 

 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災及び平成３０年９月に

発生した北海道胆振東部地震により、これまで盤石と見られていた我が

国の電力系統の脆弱性が露呈した。我が国は世界有数の電力消費国で 

ありながら、島国のため他国からの電力融通が不可能な上、国内の東西で

電気の周波数が異なり、電力系統が二つに分断されているといった特異

な環境下にある。 

このため、我が国の今後の震災復興やエネルギー政策の立案に際して

は、中長期的な視点に立った電力供給安定化のための電力系統の強化策

が不可欠である。 

また、国連気候変動枠組条約第２１回締約国会議（ＣＯＰ２１）で  

採択されたパリ協定に掲げる取組の具体化に当たり、我が国が今後も 

世界をリードしながら地球環境問題の解決を図っていくためには、国際

社会において相応の責任を果たすことが必要であり、政府が今年４月に

表明した２０３０年度の温室効果ガス排出量の新たな削減目標である 

２０１３年度比マイナス４６％の実現に向けた取組を着実に進めていく

必要がある。 

温室効果ガスを大幅に削減するためには、再生可能エネルギーを飛躍

的に普及拡大させる必要があり、見直しが予定されている次期エネルギ

ー基本計画においても、取組を強化する必要がある。 

エネルギー供給に大きな責務を有する国としての役割をしっかりと 

果たし、関係省庁間の緊密な連携・協力のもと脱炭素社会の実現に向けた

総合的な推進を図るとともに、環境・経済・社会の一体的向上に向け、  

再生可能エネルギーの賦存量に恵まれた北海道・東北地域に投資しやす

い環境を整えるため、次の措置を講ずるよう強く要望する。 

１ エネルギー政策について 

（１）今後のエネルギー政策については、国民生活・産業経済を維持する

ためのエネルギー安定供給、地球温暖化防止のための脱炭素社会の
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実現などの観点から、再生可能エネルギーの最大限の導入拡大に 

向け、送配電網の強化などの具体的方策を講ずること。 

（２）原子力政策については、これまでの経緯や地域の実情等を踏まえ 

つつ、原子力発電・核燃料サイクルの位置づけを含めた明確な国家 

戦略を示すこと。 

また、高レベル放射性廃棄物の最終処分事業については、全国に

おいて、理解促進に向けた取組をより一層加速させること。 

（３）中小事業者が、徹底した省エネルギーと再生可能エネルギーの導入

を実践できるよう、省エネ設備や自家発電設備の導入などに関する

中小企業支援施策の充実を図ること。 

２ 再生可能エネルギーの普及拡大について 

（１）風力発電のポテンシャルが集中している北海道・東北地域における

再生可能エネルギーの導入促進に向けて、基幹送電網の充実・強化を

図り、連系可能量を拡大するための施策を講ずること。 

（２）北海道の道央を除く各地域や東北地域北部の全域においても連系

可能量に空きがない状況にある中、再エネ等の系統連系問題の解消

に向け、２０２１年１月から一定の出力制御を受けることを条件に

して、系統を増強せずに接続する方式（ノンファーム型接続）が全国

の基幹系統で受付を開始したが、既存ローカル系統への適用拡大や

畜産バイオマスなど各地域の創意工夫を活かした再生可能エネルギ

ー発電設備の系統混雑時の優先利用など、早期に接続が実現する 

よう、制度設計を速やかに行うとともに、接続を希望する全ての発電

事業者において接続が可能となる方策を講ずること。 

（３）電力インフラが脆弱な地域等においては、接続費用が調達価格算定

で想定する費用を上回るなどの状況が生じている。再生可能エネル

ギーを活用して地域の発展・振興を目指す市町村等の計画を支援 

するためにも、地域間格差解消に向けた施策を講ずること。 

（４）電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措

置法の改正法では、電気料金の上昇を抑制する仕組みが検討されて

いるが、再生可能エネルギーの導入拡大との両立を図りつつ、電力 



  

- 36 - 

 

使用者に対する賦課金 （サーチャージ）の負担が過重なものとなら

ないよう配慮すること。 

（５）木質バイオマス等の利用を拡大するため、原料収集の低コスト・ 

効率化やエネルギー利用効率向上のための技術革新を強力に促進 

するとともに、低質材など木質バイオマス燃料の供給とエネルギー

利用に対する支援措置を拡充すること。 

（６）地方分権改革の理念を踏まえ、地方公共団体は再生可能エネルギー

を導入する際、その効果、影響及び費用等について、地元への理解 

促進活動を十分に実施することとするが、国は政策を進める上で 

地方の意向を十分に取り入れること。 

（７）太陽光パネルに関し、安価な輸入品が普及しつつあることから、 

国は、性能や寿命について評価し、国民に十分説明する体制を確立 

するとともに、使用済パネルの適正処理とリサイクルの仕組みを 

早期に構築すること。 

（８）将来の二次エネルギーの中心的役割を担うものの１つとして期待

されている水素エネルギーの利活用拡大に向けて、北海道・東北地域

においても、商用水素ステーションの整備を加速して行くとともに、

再生可能エネルギーを活用した水素製造に関する技術研究の一層の

推進や、地域が行う水素利活用の政策立案や実証事業等の支援を 

図ること。 

３ 省エネ対策の強化について 

（１）省エネ家電のより一層の普及支援を図ること。 

（２）非常用電源の確保の観点から、家庭用蓄電池やガスコージェネレー

ションシステム導入者に対する国の助成策を大幅に拡充すること。 
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 第 19 号議案 

復興財源の確保等について 

 

政府は、平成２８年度からの５か年を「復興・創生期間」に位置付け、

これまで、様々な財政支援措置を講じてきた。各被災地方公共団体におい

ては、こうした支援の下、「復興・創生期間」内の復旧・復興事業の完了

に向けて全力を尽くしているが、やむを得ない事情により、期間後も対応

が必要な事業が一定数見受けられる現状にある。 

こうした中、令和２年６月５日、復興庁設置法等の一部を改正する法律

が成立し、復興庁の設置期間の１０年間延長や、福島復興再生特別措置法

の施策の拡充など、復興・創生期間後の復興を支える仕組み等が整備され

た。また、同年７月には「令和３年度以降の復興の取組について」が決定

され、令和３年度から同７年度までの５年間を「第２期復興・創生期間」

と位置付けるとともに、同期間に向けた取組の検討課題、事業規模や財源

などが定められた。さらに、令和３年３月には「『第２期復興・創生期間』

以降における東日本大震災からの復興の基本方針」が閣議決定され、  

地震・津波被災地域においては、第２期復興・創生期間において、復興  

事業がその役割を全うすることを、原子力災害被災地域においては、当面

１０年間、復興のステージが進むにつれて生じる新たな課題や多様な 

ニーズにきめ細かく対応しつつ、本格的な復興・再生に向けた取組を行う、

とされた。 

被災地においては、心のケアや地域コミュニティの再生などの被災者

支援や、東京電力福島第一原子力発電事故による被害への対応など、「第

２期復興・創生期間」以降においても中長期的に対応する必要がある課題

が多く、被災地域住民の生活の安定を図り、被災地の復旧・復興を完全に

成し遂げるためには、被災県の実情を踏まえた国の特例的な支援を継続

し、十分な予算確保等を行っていくことが必要である。 

よって、政府においては、次の事項に確実に取り組むよう強く要望する。 

１ 被災地における復興まちづくりや農林水産業などの地域産業の再生

に加え、地域コミュニティの再構築、被災者の心のケア対策等の被災者

の生活・健康支援に係る課題を解決するには長期間を要し、「第２期復
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興・創生期間」以降においても対応が必要な事業も見込まれることから、

被災地の復旧・復興が完全に成し遂げられるまで、復旧・復興事業に 

必要な経費について、十分に財源を確保すること。 

２ 被災地方公共団体が復旧・復興事業を計画的に実施できるよう、復興

特別会計だけでなく、平成２８年度以降復興特別会計から一般会計等

に移して対応することとされた事業であっても、復興のために不可欠

な事業であることから、国による特例的な財政支援を継続すること。 

３ 平成２８年度以降は、一部被災地方公共団体の負担が生じることと

なったが、財政基盤の弱い被災地方公共団体や事業の進捗が遅れてい

る被災地方公共団体に十分配慮するとともに、今後の予算編成につい

て、被災地方公共団体の個別の状況や意見を踏まえた上で、取り組む 

こと。 

４ 被災地方公共団体における復旧・復興事業に携わる人員の確保に 

ついては、これまでもあらゆる手段を尽くして取り組んできているが、

依然として厳しい状況にあることから、国においても集中的かつ実効

的な対策を講ずるとともに、復旧・復興事業の完遂のために、必要な 

期間における人件費等に対する財政措置を継続すること。 

５ 事業復興型雇用確保事業については、本事業の実施期間及び既に 

交付済みである「緊急雇用創出事業臨時特例交付金」により造成した 

基金の使用期間を延長すること。 

また、被災地域の実情に沿った、より実効性のある事業とするため、

被災三県以外からの求職者も雇入費助成の対象とするなど、住宅支援

費助成を含め、一層の制度の拡充や弾力的な運用を図ること。 

６ 復旧・復興事業を切れ目なく実施できるよう、事故繰越手続の簡素化

など、事務手続の簡素化の措置を継続するとともに、繰越年度内に完了

しない事業を継続するために必要となる予算の再予算化や各種手続の 

更なる簡素化等を引き続き行うこと。加えて、事業者が補助事業で整備

した施設・設備を社会経済環境の変化にあわせて転用等する場合には、

財産処分制限について柔軟な対応を図ること。 

７ 復興まちづくりの遅れなど、自身の事情によらない理由により、生活

再建が完了していない被災者を支援するため、固定資産税・都市計画税
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等に係る地方税法による特例のほか、条例による減免措置を、「第２期

復興・創生期間」以降においても継続する必要があることから、これら

に伴う地方税の減収補填を継続すること。 

また、東日本大震災復興特別区域法に基づく被災地の雇用機会の 

確保等のための税制上の特例措置については、「第２期復興・創生期間」

以降も継続するとともに、期間終了後に生じる減収分も含めた地方税

の補填措置を継続すること。 

８ 防災集団移転促進事業により市町村が買い取った土地の利活用を 

より一層進めるため、市町村が行う移転元地の集約や整地に要する 

費用を支援するとともに、復興特区における国税の特例措置や津波・ 

原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金等の設備投資、雇用等に

対する支援の継続・拡充により、移転元地への産業施設の整備を促進 

すること。 

９ 原子力災害被災地域においては、帰還困難区域における特定復興 

再生拠点区域の整備や避難指示が解除された地域における生活環境の 

整備等、地域によって復興のステージは異なり、復興の進度に応じて 

課題は多様化し、これまでにない課題にも直面している。今後新たに顕

在化する課題も含め、当該地域の復興・再生に引き続き国が前面に  

立って取り組むとともに、「第２期復興・創生期間」以降も切れ目なく

安心感を持って中長期的に復興を進めることができるよう、柔軟な 

制度及び十分な財源確保により対応すること。 
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 第 20 号議案 

東京電力福島第一原子力発電所事故対策について 

 

平成２３年３月１１日に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故

は、１０年が経過した現在も収束しておらず、福島県では、今なお多くの

人々が避難を続けている。 

また、放射性物質による健康被害への不安をはじめ、農林水産物や観光

等に対する風評など、原発事故が広範囲に深刻な影響を及ぼし続けてい

る一方で、時間の経過とともに記憶の風化も進んでいる。 

こうした中、政府は平成２８年１２月に「原子力災害からの福島復興の

加速のための基本指針」を閣議決定し、平成２９年５月及び令和２年６月

には福島復興再生特別措置法を改正した。原子力政策を国策として推進

してきた国は、一刻も早い事態の収束を図り、福島の復興・再生を加速 

させるべきである。 

さらに、令和３年４月、「東京電力ホールディングス株式会社福島第一

原子力発電所における多核種除去設備等処理水の処分に関する基本方針」

が決定されたが、この基本方針の決定については、国内外の理解が十分に

得られている状況にあるとは言えず、安全性や新たな風評が生じること

を懸念する意見等が数多く示されており、これまで１０年にわたり積み

重ねてきた復興や風評払拭の成果が水泡に帰す懸念がある。多核種除去

設備等処理水（以下「処理水」という。）の問題は、福島県だけではなく、

日本全体の問題として進めていく必要がある。 

よって、政府においては、福島県民をはじめ隣接する県の県民、北海道・

東北地域の住民、そして国民が安全と安心のもとで暮らすことができる

よう次の措置を講ずるよう強く要望する。 

１ 原発事故への対応 

（１）国が前面に立ち、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けた 

取組を安全かつ着実に進めること。 

（２）令和３年２月１３日に発生した福島県沖を震源とする地震では、 

福島第一原子力発電所３号機原子炉建屋内の地震計故障の放置を 

はじめ、東京電力の危機管理や情報公開に対する旧態依然とした 
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体制が明らかになったことから、東京電力に対しリスク管理及び 

情報公開の更なる徹底を求めるとともに、国の指導・監督を一層強化

すること。 

２ 測定体制の整備と結果の提供 

大気中、海水、飲料水、農林水産物、土壌等の放射線モニタリング  

体制を更に充実し継続的な測定を行い、その測定結果及び科学的な 

知見に基づく評価結果を国民に速やかに提供すること。 

３ 住民の健康対策 

国として長期間にわたり福島県民及び放射性物質の汚染が認められ

る地域の住民をはじめとした国民の健康を管理する体制を構築し、中・

長期的な視点に立った抜本的な対策を講ずること。 

４ 放射性物質の低減対策 

（１）「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う

原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染

への対処に関する特別措置法」（通称「放射性物質汚染対処特別措置

法」、以下「特措法」という。）に基づき、国の主体的責任の下、除

去土壌等の適正管理及び事業方針に基づいた確実な搬出、搬出完了

後の原状回復、除染後のフォローアップ、森林の放射線量低減のため

の取組など、必要な除染等の措置を安全かつ着実に実施すること。 

また、特定復興再生拠点区域の除染等については、地元自治体の

実情に配慮しながら、フォローアップ除染も含め確実に実施すると

ともに、拠点区域外については、まずは、地元自治体から強い要望が

ある宅地の除染・家屋等の解体、さらに営農意欲のある農業者が  

有する農地の除染の実施に向けた具体的な方針を早急に示すこと。 

特定復興再生拠点区域復興再生計画に位置づけられているアクセ

ス道路の整備に必要な工事着手前の除染については、国の責任の下

で最後まで確実に実施すること。 

特定復興再生拠点区域以外においても、国土保全のために実施 

する河川や海岸の復興事業等に必要な工事着手前の除染については、

国の責任の下で最後まで確実に実施すること。 
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さらに、復旧・復興事業を進める上で支障となっている、除染  

以外で生じた８，０００Ｂｑ／ｋｇを超える建設発生土について、

速やかに関係機関と協議を進め中間貯蔵施設へ搬入すること。 

（２）安全な農林水産物を継続的に生産できるよう総合的な対策を講 

ずるとともに、農業用ダム・ため池の放射性物質低減のための取組に

ついて、営農再開・復興を目的とした福島再生加速化交付金事業が 

着実に推進されるよう第２期復興・創生期間においても十分な予算

を確保すること。 

さらに、森林の放射性物質低減対策については、生活環境の安全・

安心の確保、里山の再生、調査研究等、森林・林業の再生に向けた 

総合的な取組について、地域の実情を踏まえ、実効性のあるきめ細

かな対策を講ずるとともに、中・長期的な財源を確保すること。 

加えて、しいたけ原木生産のための里山の広葉樹については、  

その森林の生育状況や放射性物質の動態等に留意しつつ、伐採・  

更新による循環利用が図られるよう計画的な再生に向けた取組を 

強力に推進すること。 

（３）放射性物質に汚染された廃棄物等のうち、特措法の指定廃棄物 

（８，０００Ｂｑ／ｋｇ超え）となったものは、特措法の基本方針に

基づき、国の責任において処分施設を確保し、確実に管理・処分を 

行うこと。 

また、汚染濃度にかかわらず、放射性物質に汚染された廃棄物等

は、国の責任において管理・処分に要する費用を負担し、迅速かつ 

適切な処理を進めること。 

さらに、放射性物質に汚染された焼却灰や汚泥等については、  

放射性物質濃度を低減させ再利用を可能にするための実効性のある

技術開発や指定廃棄物を出さない処理方法を早急に開発普及させ、

既存処理施設での処理促進のための財政支援を講ずること。 

５ 処理水対策 

（１）「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所に  

おける多核種除去設備等処理水の処分に関する基本方針」が決定 

されたが、処理水の処分によって、これまで積み重ねてきた風評払拭
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の努力を後退させることのないよう、国が前面に立ち、関係省庁が 

一体となって万全な対策を講ずること。 

（２）国の基本方針等について、水産業を始めとする関係団体や自治体等

に対する丁寧な説明と真摯な対話を継続して行い、理解を得る  

こと。 

（３）タンクに保管されている水の浄化処理を確実に実施するとともに、

第三者機関による比較測定等を行い、処理過程の透明性を高める 

よう取り組むこと。また、信頼性、客観性、透明性が確保された   

モニタリング体制を構築し、地元関係者などの立ち会いのもと環境

モニタリングを実施するとともに、処分設備に異常が生じた場合の

緊急停止措置などの安全対策を講ずること。併せて、処理水の元と 

なる汚染水の発生量を、これまで以上に抑制する対策を講ずること。 

（４）トリチウムを始め処理水に含まれる核種に関する科学的なデータ、

国内外におけるトリチウムの処分状況、環境モニタリングの結果な

ど、正確な情報を広く国内外に発信するとともに、新たな風評を発生

させないという強い決意のもと、万全な風評対策を講ずること。 

また、そうした対策を講じても風評被害が発生する場合には、  

東京電力に対し画一的に賠償期間や地域、業種などを限定すること

なく確実な賠償を行うよう指導するなど、国が責任を持って対応 

すること。 

（５）トリチウムの分離技術を研究開発する機関を明確に位置づけ、  

引き続き、新たな技術動向の調査や研究開発を推進し、実用化できる

処理技術が確認された場合には、柔軟に対応すること。 

６ 風評の払拭等 

（１）風評の払拭・風化の防止対策は、福島県及び東北被災地域の復興と

創生を左右する極めて重要な課題であるとの認識の下、節目の年に

責任感と決意を新たにし、高い緊張感を持ってより一層積極的に 

取り組むこと。 

（２）国民が放射線と健康・食に関する正確な知識を身につけることが 

できるよう、放射性物質について、科学的根拠に基づいた正確な情報

を分かりやすく広報するとともに、原子力災害や放射能汚染、健康 
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影響に関する全ての情報を速やかに公開するなど、積極的な広報・ 

教育活動を行うこと。 

また、各地方公共団体等が実施する復興状況などの情報発信等に

対する財政支援を継続・拡充すること。 

（３）農林水産物等の安全性に関する正確な情報提供やＰＲ活動を継続、

拡充して行うとともに、各地方公共団体等が実施する農林水産物等

の販路回復・拡大、販売促進に向けた取組などに対する支援を充実 

すること。 

また、野生の山菜、きのこ、淡水魚介類、野生鳥獣の肉の出荷制限

の解除については、検体数の確保が困難なため、地域の実態に   

即して柔軟に対応すること。 

（４）被災地における交流人口の拡大を図るため、正確な情報の発信、 

 ウィズコロナにおける国内外の大規模な観光キャンペーンの継続的

な実施、水際対策を徹底した上での外国人旅行者増加のためのビザ

発給条件の更なる緩和、観光振興に対する財政支援の強化など総合

的な観光促進策を講ずること。 

（５）新型コロナウイルス感染症の世界的流行以前において、全国的に 

外国人旅行者が大幅に増加する中、福島県では、風評が根強く伸びが 

低調となっている。アフターコロナにおけるインバウンドの回復に 

向けては、国外に向けた福島の正確な情報の発信やプロモーション

のみならず渡航制限の解除や、運休中の福島空港国際定期路線の 

早期再開を国が前面に立って関係国に粘り強く働きかけること。 

（６）農林水産物等の輸出の回復、拡大に向け、原発事故による輸入  

規制を実施している国・地域に対し、科学的根拠に基づいて、規制措

置を撤廃するよう強く働きかけるとともに、政府間交渉の取組状況

については、継続して情報提供を行うこと。 

７ 原子力災害に伴う損害賠償等 

（１）原子力災害に関する全ての損害について、適切かつ速やかに完全な

賠償が果たされるよう東京電力に対し強く指導するとともに、  

被害者に対して責任を持って迅速かつ十分な支援を行うこと。 
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また、都道府県や市町村が原子力災害に起因して対応した経費 

全額を国庫負担又は東京電力の賠償の対象とすること。 

消滅時効については、全ての被害者が賠償請求の機会を失うこと

のないよう、東京電力に対し、未請求者の掘り起こしや周知活動を

徹底させることはもとより、将来にわたり消滅時効を援用しない 

ことを具体的かつ明確に示すよう指導するとともに、国においても

原子力損害賠償紛争解決センターによる和解仲介手続等の一層の 

周知など必要な対応を行うこと。 

（２）営業損害や風評被害の賠償について、被害者からの相談や請求に 

丁寧に対応するなど、事業者の立場に立った取組を徹底し、事業の 

再建につながる賠償を的確に行わせること。 

８ 原子力発電所事故被災地域の復興 

（１）「福島復興再生特別措置法」や同法の基本方針等に基づき、国が  

一体となって総合的な施策を推進するとともに、復興が成し遂げ 

られるまでの間は、福島再生加速化交付金制度を継続するなど必要

な予算を十分かつ確実に確保すること。 

（２）避難住民の生活の質の向上を図るとともに、一日も早く元の生活を

取り戻すための支援措置を国の責任において確実に実施すること。 

また、復興の状況の推移に応じて、新たに発生する課題への対応

が必要とされる場合は、法制度の拡充を含め、必要な制度の構築を

図ること。 

（３）避難地域等の事業者が事業を継続し、雇用を確保できるよう、  

強力な支援措置を講ずること。 

（４）帰還困難区域の「特定復興再生拠点区域復興再生計画」について、

その内容を実現し、計画期間内の避難指示解除が確実にできるよう、

責任を持って取り組むこと。 

また、特定復興再生拠点区域外について、まずは、地元自治体から

強い要望がある宅地の除染・家屋等の解体、さらに営農意欲のある

農業者が有する農地の除染をするなど、地元自治体の個別の意向を

踏まえた避難指示解除の実現に向けた具体的方針を早急に示し、 

将来的に帰還困難区域全ての避難指示を解除すること。 
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（５）国家プロジェクトである福島イノベーション・コースト構想を  

推進するため国とともに策定した「福島イノベーション・コースト構

想を基軸とした産業発展の青写真」を踏まえて策定した福島復興 

再生計画に基づく各取組について、中長期的に対応していく必要が

あることから、構想実現のために必要な体制や財源などを十分に 

確保しながら、政府全体で一層の連携強化の下、県と密接に連携し、  

構想の具体化を推進すること。 

また、構想推進の中核的な機関である（公財）福島イノベー   

ション・コースト構想推進機構が、産業集積、人材育成、交流人口拡

大に資する取組に加えて、拠点施設の管理・運営などを継続的   

かつ効果的に実施できるよう、体制の強化や安定的な財源の確保等

での必要な支援を行うこと。 

加えて、「国際教育研究拠点」は、福島イノベーション・コースト

構想における司令塔の役割が期待されることから、国においては、

引き続き、拠点整備の実現に向けた基本構想の策定等に取り組む 

とともに、立地地域の検討に向け、具体的な条件等を速やかに検討

すること。 

（６）地域コミュニティの再生に向けて、被災自治体に対し、財政的  

支援を含めた長期的な支援を行うこと。 

（７）新たに追加される移住の促進や交流・関係人口の拡大、魅力ある 

働く場づくりに資する事業については、ソフト事業のみならず、ハー 

ド事業も対象とした柔軟で使いやすい制度を構築すること。 

９ 原発事故の検証及び原子力施設の安全対策  

（１）東京電力及びオフサイトセンターを含む国の初期対応をはじめ、事

故拡大に至った原因や、地域住民や国民に対する情報提供のあり方

等を徹底的に検証し、事故についての責任の所在を明らかにする 

こと。 

（２）炉心溶融の公表が遅れたことについて、国の責任において早期に 

真相究明を行い、国民に対して真実を明らかにすること。 
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（３）新規制基準については、原子力規制委員会が国民に説明責任を  

果たし、原子力施設に対し厳正な審査を実施すること。 

また、今後も様々な関係機関や専門家等の意見を聴きながら、  

幅広い議論を行い、常に最新知見を反映した見直しを行うことに 

より、真に実効性のある規制を確立すること。 

（４）東京電力福島第二原子力発電所について、原子力政策を推進して 

きた国の責任において、安全かつ着実に廃炉作業が進められるよう、 

東京電力に対する指導・監督などに国として万全を期すこと。 

  



  

- 48 - 

 

 第 21 号議案 

頻発・激甚化する大規模自然災害への対策について 

 

近年、毎年のように記録的な豪雨や大型台風、地震などによる自然災害

が発生し、その様相は頻発化・激甚化・広域化している。 

令和元年東日本台風では、数十年に一度の降雨量で発表される大雨  

特別警報が長時間にわたって継続し、東北地方においても河川が広範囲

で氾濫するなどにより多数の尊い人命が奪われるとともに、住宅の浸水

やライフラインの途絶のほか、交通・生活関連インフラや公共土木施設、 

農林水産業施設、医療施設、社会福祉施設、学校教育施設、商業施設、  

工場、さらには林地や農作物・水産物などに甚大な被害が発生し、住民 

生活にも多大な影響を及ぼした。 

また、今夏の北海道・東北地方のみならず全国における記録的豪雨も、

各地にこれまでに経験したことのないような甚大な被害を生じさせて 

いる状況にある。 

さらに、令和３年２月１３日に福島県沖で発生した平成２３年東北地

方太平洋沖地震の余震は、最大震度６強を記録し、道路や港湾・漁港施設

をはじめ、住宅、事業所・商業施設、学校教育施設・文化施設、交通機関   

など、各方面に甚大な被害を及ぼした。 

防ぎようのない自然災害による被害を限りなく最小限に抑え、道県民

の安全・安心の確保を図るためには、昨年１２月に閣議決定された「防災・

減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」を実効性のある対策とする

必要がある。 

以上を踏まえつつ、東日本大震災及び原子力災害からの復旧・復興の 

途上にある当地方においては、財政措置等の支援が不可欠な状況にある

ことから、次の事項について要望する。 

１ 被災者の生活再建の支援について 

（１）中規模半壊に満たない半壊世帯においても一定程度の修繕費が 

かかることから、生活再建を後押しするため、被災者生活再建支援法

の支援対象範囲を拡大すること。 
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（２）災害救助法における応急救助について、東日本大震災を踏まえた 

要件・基準の弾力的な運用及び事務手続きの簡素化等を図ること。 

（３）特定行政庁が行う被災建築物に関係する建築確認申請等の手数料

減免に対して、財政支援を講ずること。 

また、指定確認検査機関が行う建築確認申請等の手数料について

も減免できるよう補助等の支援を行うこと。 

（４）被災者の迅速な生活再建のためには、被災市町村による住家被害 

認定調査及び罹災証明書交付の迅速・円滑な実施が極めて重要であ

り、他の自治体からの多くの人的支援が不可欠であるため、応援自治

体の負担が増加することのないよう、当該経費について、災害救助法

の対象とするなど、被災市町村への十分な財政支援を行うこと。 

（５）自然災害が頻発し、住民の生活基盤となる住家に被害が恒常的に 

発生していることから、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度や

応急仮設住宅制度については、より幅広く被災者の救助が果たされ

るよう、現行の適用基準によらない当該制度の幅広い適用が可能と

なる法制度を構築すること。 

２ インフラの復旧に対する支援について 

（１）災害復旧事業等に対する国庫補助・負担率の嵩上げ及び地方交付税

等による被災自治体への十分な財政支援を行うこと。 

（２）被害規模が大きく早急に対応が必要となる河川については、国に 

よる施工により早期完成を図ること。 

また、令和元年東日本台風や令和２年７月豪雨等では本川のみな

らず支川の周辺地域にまで甚大な被害が生じたことから、流域全体

の再度災害防止を図るため抜本的な対策を講ずること。 

（３）災害関連補助事業や災害関連緊急砂防事業等の国庫補助率の嵩上

げ、採択要件の緩和及び地方負担に係る全額交付税措置を図ること。 

また、特に、国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものと

して指定した「洪水予報指定河川」と「水位周知河川」などにおいて

堤防が決壊するなどの甚大な被災が生じた場合、改良復旧に予算の

上限を設定せず、再度災害防止対策を迅速に進められるよう、また
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将来にわたって安全性の確保に資する改良復旧が推進されるよう、

制度拡充を図ること。 

（４）下水処理場やポンプ場等の下水道関連施設において、浸水による 

機能停止が発生したことから、応急処置に係る経費や早期復旧に 

必要な支援を行うこと。 

また、地震により被災した下水管の状況確認のため、テレビカメ

ラ調査等が必要となるが、当該調査に係る経費に必要な財政支援を

行うこと。 

（５）被災した工業用水道施設の復旧及び給水再開までにかかる緊急 

に要する給水経費等について、必要な財政支援を行うこと。 

（６）被災した交通信号機等の交通安全施設について、早期復旧に向けた

積極的な財政支援を行うこと。 

３ 防災・減災、国土強靱化の推進について 

（１）令和２年度補正予算より予算化され、重点的・集中的に講じられる

こととなった「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」

を計画的かつ着実に実施するとともに、必要に応じて対象事業の 

拡大及び要件緩和を行い、必要な予算・財源を当初予算において安定

的・継続的に確保し、国土強靱化の対策を強力かつ継続的に進める 

こと。 

（２）発生の切迫性が高まっている南海トラフ地震や首都直下地震、  

日本海溝・千島海溝沿い巨大地震、また、東北地方太平洋沖地震など

全国どこででも発生の可能性のある地震などに備え、社会インフラ

並びに住宅・建築物の耐震化や津波、高潮等の災害時に防護効果を 

有する防波堤、海岸保全施設などの整備に必要かつ十分な予算を 

確保し、着実に推進すること。 

（３）今年１月の北陸地方における大雪等を踏まえ、国においても予防 

措置や被災時の交通確保等のため、支援体制の強化をはじめとした

取組の推進を図ること。 

   特に、積雪寒冷地の実情を踏まえ、冬期における安全・安心な道路

交通を確保するため、防雪事業や凍雪害防止事業等の雪対策につい
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て、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」による  

着実な推進に配慮すること。 

 

４ 農林水産業に対する支援について 

災害復旧事業に対し、事業主体の資金需要に応じ、適切な時期に予算

が確保できるように予算措置をすること。 

５ 商工業及び観光業に対する支援について 

（１）被災した大企業について、地域経済への影響が生じないよう、事業

者が行う防水壁設置などの減災・防災対策に要する経費に対して、 

支援策を講ずること。 

（２）被災した中小企業・小規模企業の工場、店舗、旅館等の復旧のため

の支援策について、新型コロナウイルス感染症の影響により、復旧事

業の完了に遅延が生じる場合もあり得ることから、次年度における

必要な予算措置を講ずること。 

（３）風評により被災地域の観光事業者に影響が生じないよう、宿泊料金

に対する割引助成や被災地の正確な情報の発信、誘客促進のための

観光プロモーションへの支援など、宿泊施設の利用促進と観光客 

誘客のための取組に対する支援を講ずること。 

６ 災害廃棄物処理の推進について 

大規模災害時に発生する膨大な量の災害廃棄物を円滑に処理する 

ため、都道府県を越えた広域処理体制を構築するとともに、災害廃棄物

処理に係る補助金制度について柔軟な運用や、被災市町村への十分な

財政支援を行うこと。 

また、災害廃棄物の処理を円滑に進めるため、災害廃棄物を自区域内

で処理し、生活ごみを広域的に処理する場合においても、追加的に発生

する経費に対して財政支援を行うなど、災害等廃棄物処理事業費補助

金について、地域の実情に応じた柔軟な対応ができるよう見直すこと。 

７ 復旧・復興に要する人的支援について 

現在、復旧・復興事業を着実に進めているところであるが､全国的な

災害発生等により派遣職員受入による職員確保が困難な状況である 
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ことから､事業の進捗に合わせて確保が必要となる中長期的な技術職

等の職員派遣についての支援を行うこと。 

 

 

８ 医療機関・社会福祉施設・学校等の早期復旧に対する支援について 

（１）被災した医療施設、社会福祉施設、保健衛生施設、水道施設等の  

早期復旧を図るため、十分な人的・財政支援を行うこと。 

（２）国庫補助の対象を、移設建て替え等も含めた施設・事業所の   

設備・備品（ベッド、車両、事務機器等を含む）や被災した医療機器

等を設置する際の水害対策工事等にも拡大するほか、補助の対象や

補助基準額（対象事業費下限額）、補助上限額についてもできる限り

柔軟な取扱いを認めること。 

（３）被災した学校の学習環境を早期に整備し、児童生徒等が安心して 

学習できるよう、学校施設・設備に対する災害復旧や就学援助、教科

書の再支給等はもとより、心のケアに対するスクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカー、スクール・サポート・スタッフ、学習

支援員等への財政的支援、県立高校等の公共交通機関の運休に伴う

スクールバスの運行や断水による仮設トイレ設置等に対する財政的

支援及び被災した児童生徒等への学用品・制服等に対する財政的支

援を行うこと。 

（４）社会教育施設及び文化財の早期復旧のため、特段の支援を行うこと。 

９ 地方財政措置について 

被災地域の早期の復旧を図るとともに、被災者等の負担の軽減に 

必要な財政需要に的確に対処できるよう、被害の甚大さにも鑑み、被災

地方公共団体の財政負担が生じないよう、特別な地方財政措置を  

講ずること。 
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 第 22 号議案 

新型コロナウイルス感染症対策について 

 

新型コロナウイルス感染症については、各地で感染者や死亡者の報告

が続いており、いまだ事態の終息は見えていない。 

こうした中、国においては、令和２年度第３次補正予算と令和３年度 

当初予算を一体的に編成し、各種支援や対策を切れ目なく実施している

ところである。 

北海道・東北各県では、国や市町村と連携し、対策を講じてきたところ

であるが、感染再拡大の防止を図りつつ、感染者が急増した場合に備え、

万全な医療提供体制を整備する必要がある。また、休業要請や外出自粛 

要請などにより、地域経済、教育など様々な分野で甚大な影響が発生して

おり、感染者が増加し、緊急事態宣言が再び発出されれば、更にその影響

は深刻化する懸念がある。 

よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。 

１ 医療提供体制の整備等について 

（１）ワクチン接種の円滑な実施に向けて、供給されるワクチンの種類や

量、供給時期、副反応等の情報を速やかに示すこと。 

また、アナフィラキシー対応等に必要となる救急措置用品に  

ついて、必要量を現場で確保できるよう対策を講ずること。 

さらに、治療薬は、既存の薬の中で効果が認められるものを観察

研究や治験の結果の集積を踏まえ、一刻も早い承認を行うこと。 

（２）ＰＣＲ検査が必要な方々が確実に検査を受けることができるよう

体制を整備するとともに、疫学調査の体制を強化すること。 

（３）医療用マスク、フェイスシールド、長袖ディスポーザブルガウン、

手指消毒用アルコールなどの医療物資や人工呼吸器等の医療機器に

ついて、医療機関に対して長期かつ安定した供給ができるよう対策

を講ずること。 

（４）接種体制の整備に係る費用に地方の負担が生じないよう、引き続き、

地方自治体の意見も踏まえ、国の責任において必要な財源措置を 

講ずること。 
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また、医療従事者や医療機関に対する財政的支援等を実施する 

ための十分な財源措置を講ずるとともに、医療従事者が不足する 

事態に陥らないよう人材確保の対策を講ずること。 

（５）入院病床確保のため、一般病床に新型コロナウイルス感染症の患者

を入院させる際に医療機関に生じる経営上の損失について、診療報

酬の加算や新たな支援制度の創設などの対策を講ずること。また、 

地方公共団体が実施している空床補償に対する財政支援を充実する

こと。 

（６）軽症者や無症状者を受け入れる宿泊施設及び同施設における医療

従事者の確保などに対する支援を充実すること。 

（７）高齢者や障がい者の入所施設等における感染防止対策や代替サー

ビスの提供などの取組に対する支援を充実すること。 

（８）入院病床の効率的な運用のため、広域的な入院調整により遠方の 

医療機関に入院した患者の退院時の帰宅手段の確保について、「新型

コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」による支援を行うこと。 

２ 経済的な支援・対策について 

（１）一時支援金や月次支援金等の支援措置について、支援対象地域も 

含めた支給対象の拡大や支給額の上限引上げ、売上げ要件の緩和等

を図るほか、持続化給付金や家賃支援給付金の再度の支給や要件 

緩和・企業規模に応じた支給額の引上げを行うこと。 

（２）中小企業事業再構築支援事業について、多くの中小企業が取り組み

やすくなるよう、新規性要件等の補助対象要件を緩和すること。 

   また、持続化補助金については採択件数が増加するよう予算枠を 

増額するとともに、申請が不慣れな中小・小規模事業者のため、        

添付書類をさらに簡素化すること。 

（３）融資や返済猶予等の資金繰り対策、税負担の軽減、テナント賃料や

光熱水費等固定費負担軽減のための支援などを充実すること。 

（４）消費が低迷している農林水産品の需要回復に向けて、全国的な消費

宣伝対策を継続・強化するとともに、影響を受けた生産者に対し、 

事業が継続できるよう支援を行うこと。 
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（５）雇用調整助成金については、事業者に対して、休業手当の支払いと

雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の活用などを強く働きかけ

ることに加え、労働者が直接国へ請求できる休業支援金・給付金に 

ついて、学生や女性を含めた非正規労働者に対して制度の活用に  

向けた周知を徹底するほか、申請に関するサポート体制を整備する 

こと。さらに、雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の特例措置等 

並びに休業支援金・給付金の対象期間について、延長すること。 

（６）生活福祉資金貸付制度の特例貸付について、貸付上限額の拡大、 

据置期間及び受付期間の延長など、更に利用しやすい制度となる 

よう、支援を充実すること。 

（７）アルバイトの収入減等により経済的に困窮している大学生等に 

対して、学費の減免や納付期限の延期、家賃補助などの支援を充実 

すること。 

（８）観光関連産業や飲食・サービス業等では減収や倒産等が発生し、 

地域経済への影響が生じており、需要が以前の水準に回復するには

時間がかかると考えられることから、当面の事業継続のための資金

繰り対策や感染の収束状況に応じ迅速・柔軟な対応ができるよう、 

地域限定の取り組みへの財政的支援、インバウンド需要の復活と 

地方への波及に向けた対策など、感染症拡大のリスクに最大限留意

した上で、中小企業・小規模事業者・商店街等への支援や雇用対策等

に努めること。 

３ 教育に対する支援について 

（１）再度の感染拡大局面にも対応し、学びの機会を保障するためにも、

ＩＣＴやテレビを活用した学習の実施、受験・就職への配慮など、  

子どもの視点に立った各種対策を十分に講ずること。 

（２）新型コロナウイルス感染症に関連した悩みや問題を抱えた児童・ 

生徒の心身のケアや、学校施設等の衛生環境への配慮等安心・安全な

学習環境を確保できるよう適切な支援体制を構築すること。 
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（３）新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会環境の変化により 

児童虐待や育児放棄の増加が懸念されるため、ＳＮＳ等を活用した

相談支援体制の強化を図るとともに、児童相談所の深刻な人材不足

の解消に向けて児童福祉司等の人材確保や専門性向上に係る支援を

充実すること。 

（４）新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中、感染防止対策と

教員の負担軽減の両面で学校を支えている学習指導員やスクール 

サポートスタッフを昨年度と同水準で配置できるよう財政支援を 

行うなど、児童・生徒の学びを保障するための適切な支援体制を構築

すること。 

（５）子どもとの直接的な接触を避けられない職場で、自身の感染リスク

を抱えながら社会機能を維持するために尽力している保育士等の 

就学前教育・保育施設等の職員に慰労金の給付を行うこと。 

４ 正確な情報発信、人権や風評被害への配慮について 

（１）感染拡大による不安を解消し、国民一人ひとりが冷静に感染拡大 

防止に向けた行動をとることができるよう、感染の状況等について

正確な情報の収集を図り、求められる行動変容や新しい生活様式等

も含め、分かりやすく、正確な情報を発信すること。 

（２）感染者やその家族、医療従事者等に対するいわれなき偏見や差別が

生じることのないよう、人権や風評被害に配慮した対策を講ずる 

こと。 

５ 地方公共団体への財政支援について 

各地方公共団体は、引き続き、地域の実情に応じたきめ細かな感染症

対策を実施していく必要があるため、「新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金」及び「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 

交付金」による対応がより幅広く柔軟にできるようにするとともに、継

続的かつ十分な財政支援措置を講ずること。 


